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○
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人
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訪
日
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
葛
飾
区
東
金
町

一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合

物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
五
号

東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
五
月
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

渡

邉

知

秀

東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
元
年
交
通
局
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
よ
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
（
日
本
国
以
外
の
政
府
等
が
発

行
し
た
旅
券
を
有
す
る
者
。
以
下
「
旅
客
」
と
い
う
。
）
」
を
「
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
（
以
下
「
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
旅
客
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

株
式
会
社
パ
ス
モ
が
発
行
す
る
「
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
」

第
三
条
第
一
号
中
「
と
は
、
」
の
下
に
「
株
式
会
社
パ
ス
モ
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

「
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
」
と
は
、
株
式
会
社
パ
ス
モ
の
定
め
る
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

取
扱
規
則
に
定
め
る
事
業
者
を
い
う
。

四

「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
の
う
ち
、
鉄
道
事
業
者
を
い
う
。

五

「
Ｉ
Ｃ
バ
ス
事
業
者
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
の
う
ち
、
バ
ス
事
業
者
を
い
う
。

第
三
条
第
六
号
中
「
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
で
」
の
下
に
「
バ
リ
ュ
ー
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
九

号
中
「
と
は
、
」
の
下
に
「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
及
び
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
中
「
東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
第
三
条
第
三
号
に
定
め
る
Ｉ
Ｃ
バ
ス
事
業
者
」

を
「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
障
害
返
金
の
取
扱
い
は
、
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
Ｉ
Ｃ
バ
ス
事
業
者
に
お
い
て
は
、
取
り
扱
わ
な
い
。

第
二
十
条
中
「
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
は
、
」
の
下
に
「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
又
は
」
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
六
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
八
年
五
月
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

渡

邉

知

秀

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
元
年
交
通
局
規
程
第
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
よ
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
（
日
本
国
以
外
の
政
府
等
が
発

行
し
た
旅
券
を
有
す
る
者
。
以
下
「
旅
客
」
と
い
う
。
）
」
を
「
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
（
以
下
「
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
旅
客
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

株
式
会
社
パ
ス
モ
が
発
行
す
る
「
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
」

第
三
条
第
一
号
中
「
と
は
、
」
の
下
に
「
株
式
会
社
パ
ス
モ
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

「
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
」
と
は
、
株
式
会
社
パ
ス
モ
の
定
め
る
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

取
扱
規
則
に
定
め
る
事
業
者
を
い
う
。

四

「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
の
う
ち
、
鉄
道
事
業
者
を
い
う
。

五

「
Ｉ
Ｃ
バ
ス
事
業
者
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
の
う
ち
、
バ
ス
事
業
者
を
い
う
。

第
三
条
第
六
号
中
「
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
で
」
の
下
に
「
バ
リ
ュ
ー
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
九

号
中
「
と
は
、
」
の
下
に
「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
及
び
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
中
「
東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
第
三
条
第
三
号
に
定
め
る
Ｉ
Ｃ
バ
ス
事

業
者
」
を
「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
障
害
返
金
の
取
扱
い
は
、
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
Ｉ
Ｃ
バ
ス
事
業
者
に
お
い
て
は
、
取
り
扱
わ
な
い
。

第
二
十
条
中
「
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
は
、
」
の
下
に
「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
又
は
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
中
「
当
該
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
に
係
る
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
東
京
都
乗
合
自
動
車

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
第
三
条
第
三
号
に
定
め
る
Ｉ
Ｃ
バ
ス
事
業
者
」
を
「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
」
に
改

め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

企
画
乗
車
券
が
付
加
さ
れ
た
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
第
二
項
の
取
扱
い

後
、
企
画
乗
車
券
の
有
効
期
間
が
終
了
し
て
い
な
い
場
合
は
、
当
該
企
画
乗
車
券
を
発
売
す
る
Ｉ
Ｃ

鉄
道
事
業
者
又
は
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
の
定
め
る
取
扱
箇
所
に
お
い
て
、
当
該
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事

業
者
又
は
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
Ｉ
Ｃ
バ
ス
事
業
者

に
お
い
て
は
、
取
り
扱
わ
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
七
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
五
月
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

渡

邉

知

秀

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
、
」
を
「
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
（
以
下

「
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
、
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
交
通
局
規
程
第
二
十
八
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
八
年
五
月
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

渡

邉

知

秀

東
京
都
地
下
高
速
電
車
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
東
京
都
交
通
局
（
以
下
「
当
局
」
と
い
う
。
）
の
東
京
都
地
下
高
速
電
車

（
以
下
「
地
下
高
速
電
車
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗

車
券
に
よ
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
（
以
下
「
旅
客
」
と
い
う
。
）
の
運
送
等
に
つ
い
て
、
そ
の
使

用
条
件
を
定
め
、
も
っ
て
旅
客
の
利
便
性
向
上
と
業
務
の
適
正
な
遂
行
と
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
適
用
範
囲
）

第
二
条

地
下
高
速
電
車
に
お
い
て
旅
客
の
運
送
等
を
行
う
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

乗
車
券
は
、
株
式
会
社
パ
ス
モ
が
発
行
す
る
「
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
」
と
し
、
当
該
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
よ
る
旅
客
の
運
送
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

こ
の
規
程
が
改
正
さ
れ
た
場
合
、
以
後
の
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
よ

る
旅
客
の
運
送
等
に
つ
い
て
は
、
改
正
さ
れ
た
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
令
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程

（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局
規
程
第
十
号
。
以
下
「
旅
客
営
業
規
程
」
と
い
う
。
）
及
び
株
式
会
社
パ

ス
モ
が
定
め
る
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱
規
則
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
三
条

こ
の
規
程
に
お
け
る
主
な
用
語
の
意
義
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

「
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ

Ｏ
を
媒
体
と
す
る
乗
車
券
を
い
う
。

二

「
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
」
と
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱
規
則
に
規
定
す
る
Ｉ
Ｃ

取
扱
事
業
者
を
い
う
。

三

「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
の
う
ち
、
鉄
道
事
業
者
を
い
う
。

四

「
Ｓ
Ｆ
」
と
は
、
専
ら
旅
客
運
賃
の
支
払
や
乗
車
券
類
と
の
引
換
え
に
充
当
す
る
、
訪
日
外
国

人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
記
録
さ
れ
た
金
銭
的
価
値
を
い
う
。

五

「
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
」
と
は
、
Ｓ
Ｆ
に
よ
り
旅
客
の
運
送
等
に
供
す
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等

向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

六

「
大
人
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
」
と
は
、
大
人
の
使
用
に
供
す
る
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ

Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
い
う
。

七

「
小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
」
と
は
、
小
児
の
使
用
に
供
す
る
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ

Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
い
う
。

八

「
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
」
と
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
が
旅
客

営
業
規
程
等
に
定
め
る
旅
客
運
賃
の
割
引
を
行
う
乗
車
券
（
以
下
「
企
画
乗
車
券
」
と
い
う
。
）

の
機
能
を
付
加
し
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

九

「
チ
ャ
ー
ジ
」
と
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
入
金
す
る
こ
と
を

い
う
。

十

「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
」
と
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
登

録
情
報
が
確
認
で
き
る
案
内
票
を
い
う
。

十
一

「
改
札
機
等
」
と
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
改
札
を
行
う
機

器
を
い
う
。

十
二

「
精
算
機
等
」
と
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
精
算
及
び
チ
ャ

ー
ジ
を
行
う
機
器
を
い
う
。

十
三

「
最
低
運
賃
相
当
額
」
と
は
、
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
旅
客
運
賃
で
、
当
該
乗
車

駅
か
ら
隣
接
駅
ま
で
の
区
間
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
最
も
低
額
な
運
賃
を
い
う
。

十
四

「
乗
継
駅
」
と
は
、
乗
継
割
引
適
用
区
間
で
、
一
旦
改
札
を
出
て
他
の
鉄
道
事
業
者
線
へ
乗

り
換
え
る
駅
を
い
う
。

十
五

「
乗
換
駅
」
と
は
、
次
の
路
線
相
互
間
で
、
一
旦
改
札
を
出
て
乗
り
換
え
る
駅
を
い
う
。

路
線

浅
草
線
及
び
新
宿
線

浅
草
線
及
び
大
江
戸
線

乗
換
駅

東
日
本
橋
駅
・
馬
喰
横
山
駅

蔵
前
駅
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（
契
約
の
成
立
及
び
適
用
規
定
）

第
四
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
よ
る
旅
客
運
送
の
契
約
は
、
駅
に
お
い

て
乗
車
の
際
に
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
た
と
き
に
旅
客
と
当
局
と
の
間
に
お
い
て
成
立
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
に
お
け
る
企
画
乗
車
券
に
係
る
旅
客
運
送
の
契

約
は
、
そ
の
企
画
乗
車
券
を
発
売
し
た
と
き
に
成
立
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
契
約
の
成
立
し
た
時
以
降
に
お
け
る
取
扱
い
は
、
別
段
の
定
め
を
し
な

い
限
り
、
そ
の
契
約
の
成
立
し
た
時
の
定
め
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
有
効
期
限
）

第
五
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ

Ｍ
Ｏ
の
発
売
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
八
日
間
を
超
え
て
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
使
用
方
法
及
び
制
限
事
項
）

第
六
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
て
乗
車
す
る
と
き
は
、
改
札
機

等
に
よ
る
改
札
を
受
け
て
入
場
し
、
同
一
の
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
よ

り
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
て
、
出
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
て
乗
車
す
る
旅
客
は
、
常
に
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
を
携
帯
す
る
も
の
と
し
、
係
員
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

出
場
時
に
Ｓ
Ｆ
残
額
が
減
額
す
る
運
賃
相
当
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
精
算
機
等
に
お
い
て
不
足

額
を
支
払
い
、
出
場
す
る
も
の
と
す
る
。

４

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
を
使
用
し
て
別
の
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
及
び
当
局
が
別
に
定
め
る
乗
車
券
等
と
の
引
換
え
は
で
き
な
い
。

５

入
場
時
に
使
用
し
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
出
場
時
に
使
用
し
な
か

っ
た
場
合
は
、
当
該
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
で
再
び
入
場
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

６

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

を
直
接
改
札
機
等
で
使
用
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。

一

入
場
時
に
Ｓ
Ｆ
残
額
が
当
該
駅
の
最
低
運
賃
相
当
額
に
満
た
な
い
と
き
。

二

旅
客
が
、
出
場
時
に
改
札
機
等
で
旅
客
運
賃
の
減
額
が
で
き
な
い
経
路
を
乗
車
し
た
と
き
。

三

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
破
損
、
改
札
機
等
の
故
障
、
停
電
等
に
よ

り
改
札
機
等
に
よ
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
内
容
の
読
み
取
り
が
不

能
と
な
っ
た
と
き
。

７

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
て
、
乗
車
以
外
の
目
的
で
駅
に
入
出

場
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

８

Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
有
効
区
間
内
の
駅
を
発
駅
又
は
着
駅
と
す
る
他
の
乗
車
券
と
併
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
方
法
と
同
様
の
取
扱
い
を
受
け
た
こ
と
と
み

な
す
。

９

前
条
に
規
定
す
る
有
効
期
限
を
超
え
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
チ

ャ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

１０

Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
は
、
前
条
に
規
定
す
る
有
効
期
限
を
超
え
る
期
間
を
含
む
企

画
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
な
い
。

１１

前
条
に
規
定
す
る
有
効
期
限
内
で
あ
っ
て
も
、
十
二
歳
と
な
る
年
度
の
三
月
三
十
一
日
を
超
え
た

旅
客
は
、
小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

１２

偽
造
、
変
造
又
は
不
正
に
作
成
さ
れ
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
、
Ｓ
Ｆ

又
は
企
画
乗
車
券
の
機
能
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
運
賃
）

第
七
条

こ
の
規
程
に
お
け
る
普
通
旅
客
運
賃
は
、
前
条
第
一
項
の
定
め
に
よ
り
乗
車
し
た
場
合
に
適

用
す
る
運
賃
を
い
う
。

２

前
項
に
規
定
す
る
普
通
旅
客
運
賃
の
う
ち
、
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
は
、
東
京
都
地
下
高
速
電

車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程
第
八
号
。
以
下
「
Ｉ
Ｃ
規
程
」
と
い

う
。
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
運
賃
を
準
用
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
目
黒
駅
か
ら
白
金
高
輪
駅
ま
で
の
特
定
区
間
を
相
互
発
着
す
る
旅

客
の
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
は
、
Ｉ
Ｃ
規
程
第
六
条
第
三
項
に
定
め
る
運
賃
を
準
用
す
る
。

４

旅
客
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
方
法
に
よ
ら
ず
乗
車
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
局
が
特

に
認
め
た
場
合
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
普
通
旅
客
運
賃
を
適
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
旅
客
営
業
規
程
に
定
め
る
普
通
旅
客
運
賃
を
適
用
す
る
。

一

前
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
乗
車
券
を
併
用
し
た
場
合
で
、
旅
客
営
業
規
程
に
定
め
る
乗
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車
券
で
旅
行
を
開
始
し
た
場
合

二

前
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
乗
車
券
を
併
用
し
た
場
合
で
、
併
用
し
た
乗
車
券
に
つ
い
て

旅
客
営
業
規
程
に
定
め
る
区
間
変
更
の
取
扱
い
を
行
っ
た
場
合

５

第
二
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
は
、
Ｉ
Ｃ
規
程
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
小
児
片
道
普
通
旅
客
運
賃
）

第
八
条

小
児
片
道
普
通
旅
客
運
賃
は
、
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
折
半
し
、
一
円
未
満
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。

（
旅
客
の
同
意
）

第
九
条

旅
客
は
、
こ
の
規
程
及
び
こ
れ
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
規
定
を
承
認
し
、
か
つ
、
こ
れ
に

同
意
し
た
も
の
と
す
る
。

（
取
扱
区
間
）

第
十
条

地
下
高
速
電
車
に
お
け
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
取
扱
区
間
は
、

全
線
と
す
る
。

（
制
限
又
は
停
止
）

第
十
一
条

旅
客
の
運
送
の
円
滑
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
、
当
局
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
制
限
又
は
停
止
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一

発
売
又
は
障
害
返
金
（
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
の
破
損
等
に
よ
っ
て
所
定
の
機
器
で

使
用
で
き
な
い
場
合
に
Ｓ
Ｆ
残
金
を
返
金
す
る
手
続
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
の
箇
所
、
枚
数
、

時
間
及
び
方
法
の
制
限
又
は
停
止

二

乗
車
区
間
、
乗
車
経
路
、
乗
車
方
法
又
は
乗
車
す
る
列
車
の
制
限

２

前
項
の
規
定
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
の
制
限
又
は
停
止
に
対
し
、
当
局
は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

第
二
章

発
売

（
発
売
）

第
十
二
条

Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
は
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱
規
則
の
定
め

に
よ
り
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
駅
等
で
発
売
す
る
。
た
だ
し
、
当
局
で
は
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ

Ｍ
Ｏ
は
発
売
し
な
い
。

２

旅
客
が
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
企
画
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
す
る
こ
と
を
希
望
す
る

場
合
は
、
当
局
が
特
に
認
め
る
も
の
を
発
売
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
企
画
乗
車
券
を
発
売
す
る
場
合
、
大
人
の
使
用
に
供
す
る
も
の
は
大
人
用
Ｔ

Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
、
小
児
の
使
用
に
供
す
る
も
の
は
小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ

Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
そ
の
機
能
を
付
加
す
る
。

４

Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
は
、
定
期
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
な
い
。

（
チ
ャ
ー
ジ
）

第
十
三
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

取
扱
規
則
の
定
め
に
よ
り
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
処
理
す
る
機
器
に
よ

り
チ
ャ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
を
使
用
し
て
乗
車
し
、
出
場
時
に
Ｓ
Ｆ
残
額
が
減
額
す
る
運
賃
相
当
額
に
満
た

な
い
場
合
及
び
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
使
用
し
て
乗
車
し
、
出
場
時
に
精
算
が
生
じ
、
か
つ
Ｓ
Ｆ
残
額

が
減
額
す
る
運
賃
相
当
額
に
満
た
な
い
場
合
は
、
そ
の
不
足
額
を
精
算
機
等
に
よ
り
チ
ャ
ー
ジ
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
場
合
、
そ
の
不
足
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
十
円
単
位
に
切
り
上

げ
た
額
と
す
る
。

（
Ｓ
Ｆ
残
額
等
の
確
認
）

第
十
四
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
残
額
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者

等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
処
理
す
る
機
器
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
の
表
示
又
は
印
字
は
、
Ｔ
Ｏ

Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱
規
則
の
定
め
に
よ
り
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

乗
車
券
の
処
理
を
行
う
機
器
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
表
示
又
は
印
字
に
よ
る
確
認
は
で

き
な
い
も
の
と
す
る
。

一

出
場
処
理
が
さ
れ
て
い
な
い
と
き
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

二

所
定
の
機
器
に
よ
る
処
理
が
完
全
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

４

当
局
に
お
い
て
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱
規
則
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
三

項
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｆ
残
額
及
び
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
の
ほ
か
、
最
近
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
か
ら
百
件
ま
で
遡

っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
場
合
は
、
表
示
又
は
印
字
に
よ
る

確
認
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
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一

出
場
処
理
が
さ
れ
て
い
な
い
と
き
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

二

所
定
の
機
器
に
よ
る
処
理
が
完
全
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

第
三
章

運
賃

（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
に
お
け
る
運
賃
の
減
額
）

第
十
五
条

旅
客
が
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
を
使
用
し
て
乗
車
す
る
場
合
、
出
場
時
に
当
該
乗
車
区
間
に
対

す
る
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
減
額
す
る
。
た
だ
し
、
小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
あ
っ
て
は
、
小
児
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
減
額
す
る
。

２

地
下
高
速
電
車
の
駅
発
着
と
な
る
場
合
で
、
当
該
発
着
区
間
内
に
他
の
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
を
含
む

場
合
で
あ
っ
て
も
、
特
に
認
め
た
場
合
を
除
き
、
全
線
地
下
高
速
電
車
を
使
用
し
た
も
の
と
み
な
し

て
、
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
収
受
す
る
。

３

乗
換
駅
を
経
由
し
て
着
駅
で
出
場
す
る
場
合
は
、
発
着
区
間
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
と
当

該
乗
換
駅
に
お
け
る
収
受
額
と
を
比
較
し
、
不
足
額
は
収
受
し
、
過
剰
額
は
払
戻
し
を
し
な
い
も
の

と
す
る
。

（
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
に
お
け
る
運
賃
の
減
額
）

第
十
六
条

旅
客
が
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
使
用
し
て
入
場
し
た
後
、
任
意
の
駅
ま
で
乗
車
し
、
出
場
す

る
場
合
の
取
扱
い
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

有
効
期
間
内
で
有
効
区
間
内
か
ら
入
場
し
た
後
、
有
効
区
間
外
の
任
意
の
駅
ま
で
乗
車
し
出
場

す
る
場
合
は
、
別
途
乗
車
と
な
る
区
間
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
を
減
額
す
る
。

二

有
効
期
間
内
で
有
効
区
間
外
か
ら
入
場
し
た
後
、
有
効
区
間
内
の
任
意
の
駅
ま
で
乗
車
し
出
場

す
る
場
合
は
、
別
途
乗
車
と
な
る
区
間
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
を
減
額
す
る
。

三

有
効
期
間
内
で
有
効
区
間
外
の
駅
相
互
間
を
乗
車
す
る
場
合
は
、
別
途
乗
車
と
な
る
区
間
の
片

道
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
を
合
算
し
た
額
又
は
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
減
額
す
る
。

四

有
効
期
間
の
開
始
日
前
又
は
有
効
期
間
の
満
了
日
の
翌
日
以
降
に
お
い
て
乗
車
す
る
場
合
は
、

実
際
に
乗
車
し
た
区
間
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
減
額
す
る
。

（
地
下
高
速
電
車
を
含
む
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
相
互
間
を
乗
車
す
る
場
合
の
運
賃
の
減
額
）

第
十
七
条

旅
客
が
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
を
使
用
し
て
入
場
し
た
後
、
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
定
め
る
取

扱
区
間
内
を
連
続
し
て
乗
車
す
る
場
合
、
出
場
時
に
減
額
す
る
旅
客
運
賃
は
、
実
際
に
乗
車
し
た
経

路
に
基
づ
き
、
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
で
定
め
る
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
の
計
算
方
法
に
よ
る
運
賃

の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
の
Ｓ
Ｆ
か
ら
減
額
す
る
旅

客
運
賃
に
あ
っ
て
は
、
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
で
定
め
る
小
児
片
道
普
通
旅
客
運
賃
の
合
算
額
と
す
る
。

２

旅
客
が
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
使
用
し
て
入
場
し
た
後
、
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
定
め
る
取
扱
区
間

内
を
連
続
し
て
乗
車
し
、
出
場
す
る
場
合
の
取
扱
い
は
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
札
機
等
で
の
旅
客
運
賃
の
減
額
は
、
入
場
し
た
駅
か
ら
四
社

局
以
内
の
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
定
め
る
取
扱
区
間
内
を
連
続
し
て
乗
車
し
た
場
合
に
限
る
。
た
だ

し
、
五
社
局
以
上
を
連
続
し
て
乗
車
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
四
社
局
以
内
を
連
続
し
て
乗
車
で
き

る
経
路
が
あ
る
場
合
に
は
、
四
社
局
以
内
を
連
続
し
て
乗
車
し
た
も
の
と
み
な
し
て
運
賃
を
減
額
す

る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乗
車
経
路
が
特
定
で
き
な
い
場
合
は
、
実
際
に
乗
車
し
た
経
路

と
異
な
る
経
路
を
乗
車
し
た
も
の
と
み
な
し
て
運
賃
を
減
額
す
る
こ
と
が
あ
る
。

５

Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
が
規
定
す
る
旅
客
運
賃
に
割
引
を
適
用
す
る
区
間
を
乗
車
す
る
場
合
は
、
出
場

時
に
当
該
区
間
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
か
ら
割
引
額
を
減
じ
た
額
を
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
減
額
す
る
。
た

だ
し
、
同
一
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
割
引
適
用
区
間
が
重
複
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
定

め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

割
引
額
が
異
な
る
場
合
に
は
、
旅
客
運
賃
が
低
廉
と
な
る
割
引
を
適
用
す
る
。

二

割
引
額
が
同
一
の
場
合
に
は
、
乗
車
経
路
に
お
い
て
最
初
に
発
生
す
る
割
引
を
適
用
す
る
。

６

旅
客
は
、
二
以
上
の
旅
客
運
賃
の
割
引
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
旅
客
運
賃
の
割
引
を

重
複
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
障
害
者
割
引
）

第
十
八
条

東
京
都
地
下
高
速
電
車
身
体
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局
規
程

第
十
一
号
）
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
知
的
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
（
平
成
三
年
交
通
局
規
程

第
百
十
五
号
）
又
は
東
京
都
地
下
高
速
電
車
精
神
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
（
令
和
六
年
交
通
局

規
程
第
三
十
七
号
）
に
よ
り
割
引
を
受
け
よ
う
と
す
る
旅
客
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
に
よ
る
乗
車
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
地
下
高
速
電
車
線

内
を
利
用
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
区
間
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
か
ら
五
割
を
減
じ
た
額
を
Ｓ
Ｆ
残

額
か
ら
減
額
す
る
。

一

第
一
種
身
体
障
害
者
、
第
一
種
知
的
障
害
者
又
は
第
一
種
精
神
障
害
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
障
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害
者
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
者
と
と
も
に
乗
車
す
る
介
護
者

二

東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
発
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
四
十
二
号
）
に
基

づ
く
東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
又
は
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
条
例
（
平
成
十

二
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
を
所
持
す

る
障
害
者
と
と
も
に
乗
車
す
る
介
護
者

三

療
育
手
帳
の
う
ち
東
京
都
が
発
行
す
る
愛
の
手
帳
を
所
持
す
る
者
（
当
該
者
に
介
護
者
が
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
介
護
者
を
含
む
。
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定
す
る
旅
客
が
地
下
高
速
電
車
を
含
む
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業

者
相
互
間
を
乗
車
し
た
場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
片
道
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
又
は
片

道
普
通
旅
客
運
賃
か
ら
五
割
を
減
じ
た
額
を
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
減
額
す
る
。

二

旅
客
は
、
二
以
上
の
旅
客
運
賃
の
割
引
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
旅
客
運
賃
の
割
引

を
重
複
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
に
定
め
る
割
引
と
前
条
第
五
項
に
規

定
す
る
割
引
と
の
重
複
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
乗
車
す
る
と
き
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
札
機
等

に
よ
る
改
札
を
受
け
て
入
場
し
、
出
場
時
に
係
員
に
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
（
写
真
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
そ
れ
ら
の
手
帳
保
有
者
の
本
人

確
認
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
交
通
局
長
が
認
め
た
も
の
を
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
障
害
者
割
引
運
賃
の
端
数
処
理
）

第
十
九
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
引
の
運
賃
を
減
額
す
る
場
合
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
一
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。

第
四
章

効
力

（
効
力
）

第
二
十
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
区
間
内
を
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
を

使
用
し
て
乗
車
す
る
場
合
の
効
力
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
乗
車
区
間
に
お
い
て
、
片
道
一
回
の
乗
車
に
限
り
有
効
な
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
Ｉ

Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
一
枚
を
も
っ
て
一
人
が
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
大
人
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ

Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
か
ら
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
減
額
す
る
こ
と
を
承
諾
し
て
使
用
す
る
場

合
に
は
、
小
児
一
人
が
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

入
場
後
は
、
当
日
限
り
有
効
と
す
る
。

三

途
中
下
車
の
取
扱
い
は
し
な
い
。

四

乗
継
駅
及
び
乗
換
駅
で
は
、
Ｓ
Ｆ
残
額
が
発
駅
か
ら
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
に
満
た
な
い
場
合
、

当
該
乗
継
駅
又
は
乗
換
駅
で
の
出
場
が
で
き
な
い
。

五

乗
継
駅
及
び
乗
換
駅
で
は
、
出
場
か
ら
再
入
場
ま
で
の
時
間
が
六
十
分
を
超
え
た
場
合
、
乗
継

及
び
乗
換
の
取
扱
い
を
し
な
い
。

２

Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
付
加
さ
れ
た
企
画
乗
車
券
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
旅
客
営
業

規
程
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
Ｓ
Ｆ
を
チ
ャ
ー
ジ
し
た
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
有
効
区

間
外
に
お
い
て
、
又
は
有
効
期
間
の
開
始
日
前
若
し
く
は
有
効
期
間
の
満
了
日
の
翌
日
以
降
に
お
い

て
乗
車
す
る
場
合
の
効
力
は
、
前
項
の
定
め
を
準
用
す
る
。

（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
の
再
印
字
）

第
二
十
一
条

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
の
記
載
事
項
が
不
明
と
な
っ
た
と
き
又
は
紛
失
等
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
当
該
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
に
係
る
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
当
局
に

提
示
し
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
の
再
印
字
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
無
効
と
な
る
場
合
）

第
二
十
二
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
は
、
無
効
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
無
効
と
な
っ
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
の
取
扱
い
は
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

一

旅
行
開
始
後
の
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
他
人
か
ら
譲
り
受
け
て
使

用
し
た
場
合

二

係
員
の
承
諾
な
く
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
ず
に
入
出
場
し
た
場
合
、
又
は
Ｉ
Ｃ
企
画
乗

車
券
の
有
効
区
間
外
の
区
間
を
乗
車
し
、
係
員
の
承
諾
を
受
け
ず
に
出
場
し
た
場
合

三

小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
大
人
が
使
用
し
た
場
合

四

使
用
資
格
を
偽
っ
て
購
入
し
た
小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
使
用
し
た
場
合

五

旅
客
営
業
規
程
等
に
定
め
る
乗
車
券
が
無
効
と
な
る
事
項
に
該
当
す
る
場
合

六

偽
造
、
変
造
又
は
不
正
に
作
成
さ
れ
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
又
は

Ｓ
Ｆ
を
使
用
し
た
場
合
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七

旅
客
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
が
障

害
状
態
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

八

そ
の
他
不
正
乗
車
の
手
段
と
し
て
使
用
し
た
場
合

（
不
正
使
用
に
対
す
る
旅
客
運
賃
・
増
運
賃
の
収
受
）

第
二
十
三
条

前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
、
旅
客
営
業
規
程
の
定
め
に
よ
り
普
通
旅
客

運
賃
及
び
増
運
賃
を
収
受
す
る
。

第
五
章

障
害
返
金

（
障
害
返
金
）

第
二
十
四
条

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
の
障
害
返
金
の
取
扱
い
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱

規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
。

２

Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
障
害
返
金
の
取
扱
い
を
行
う
場
合
で
、
旅
客
が
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
及
び
レ
フ

ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
を
提
示
し
た
と
き
は
、
障
害
返
金
整
理
票
を
発
行
す
る
手
続
を
行
う
。
た
だ
し
、

返
金
す
る
当
日
に
お
い
て
企
画
乗
車
券
の
有
効
期
間
が
終
了
し
て
い
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
返
金
整
理
票
が
発
行
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
は
、
旅
客
が
障
害
返
金

整
理
票
発
行
日
の
翌
日
か
ら
、
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
有
効
期
限
が
終
了
す
る
日
の
翌
日
を
起
算

日
と
し
て
十
四
日
以
内
の
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
条
件
を
い
ず
れ
も
満
た
し
た
場
合
で
、
Ｓ
Ｆ
残
額

の
返
金
を
請
求
し
た
と
き
に
限
っ
て
、
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
に
記
録
さ
れ
て
い
た
Ｓ
Ｆ
残
額
を
返

金
す
る
。

一

旅
客
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
を
受
け
た
障
害
返
金
整
理
票
と
と
も
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー

パ
ー
を
提
出
す
る
こ
と
。

二

旅
客
が
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
提
示
す
る
こ
と
。

三

当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
に
付
加
さ
れ
て
い
る
企
画
乗
車
券
が
当
局
で
発
売
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

４

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
企
画
乗
車
券
の
払
戻
し
を
併
せ
て
請
求
し
た
場
合
は
、
旅
客
営
業
規

程
等
の
定
め
に
よ
り
取
り
扱
う
。

５

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
障
害
返
金
の
申
出
を
受
け
付
け
た
後
、
こ
れ

を
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

６

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
障
害
返
金
の
取
扱
い
を

行
わ
な
い
。

一

裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
カ
ー
ド
の
番
号
が
判
読
で
き
な
い
場
合

二

旅
客
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
が
障

害
状
態
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
第
二
十
二
条
第
七
号
に
よ
り
無
効
と
な
っ
た
場
合

（
免
責
事
項
）

第
二
十
五
条

こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
媒
体
と
し
た
サ
ー
ビ

ス
（
当
局
が
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
て
生
じ
た
使
用
者
の
損
害
等
に
つ
い
て
は
、
当
局

は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

第
六
章

払
戻
し

（
払
戻
し
）

第
二
十
六
条

旅
客
は
、
第
二
十
四
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
Ｓ
Ｆ
残
額
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

２

旅
客
が
、
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
に
付
加
さ
れ
た
企
画
乗
車
券
の
機
能
が
不
要
に
な
っ
た
場
合
は
、
旅

客
の
申
告
に
よ
り
旅
客
営
業
規
程
等
に
定
め
る
払
戻
し
を
行
い
、
企
画
乗
車
券
の
機
能
の
み
を
消
去

し
て
返
却
す
る
。

第
七
章

特
殊
取
扱
い

（
同
一
駅
で
出
場
す
る
場
合
）

第
二
十
七
条

旅
客
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
て
入
場
し
た
後
、

任
意
の
駅
ま
で
乗
車
し
、
出
場
せ
ず
に
再
び
旅
行
開
始
駅
ま
で
乗
車
し
て
出
場
す
る
場
合
は
、
実
際

に
乗
車
し
た
区
間
の
普
通
旅
客
運
賃
を
支
払
い
、
当
該
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗

車
券
の
発
駅
情
報
の
消
去
処
理
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
旅
客
が
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券

を
使
用
す
る
場
合
の
取
扱
い
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

有
効
期
間
内
で
有
効
区
間
内
か
ら
入
場
し
た
後
、
有
効
区
間
外
の
任
意
の
駅
ま
で
乗
車
し
、
出

場
せ
ず
に
再
び
旅
行
開
始
駅
ま
で
乗
車
し
て
出
場
す
る
場
合
は
、
別
途
乗
車
と
な
る
区
間
の
普
通

旅
客
運
賃
相
当
額
を
支
払
い
、
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
発
駅
情
報
の
消
去
処
理
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

二

有
効
区
間
外
の
駅
か
ら
、
又
は
有
効
期
間
の
開
始
日
前
若
し
く
は
有
効
期
間
の
満
了
日
の
翌
日
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以
降
に
お
い
て
入
場
し
た
後
、
任
意
の
駅
ま
で
乗
車
し
、
出
場
せ
ず
に
再
び
旅
行
開
始
駅
ま
で
乗

車
し
て
出
場
す
る
場
合
は
、
実
際
に
乗
車
し
た
区
間
の
普
通
旅
客
運
賃
又
は
別
途
乗
車
と
な
る
区

間
の
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
を
支
払
い
、
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
発
駅
情
報
の
消
去
処
理
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

次
に
掲
げ
る
場
合
で
、
乗
車
せ
ず
に
同
一
駅
で
出
場
す
る
と
き
は
、
当
該
入
場
駅
の
最
低
運
賃
相

当
額
を
支
払
い
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
発
駅
情
報
の
消
去
処
理
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
を
使
用
し
て
入
場
し
た
場
合

二

Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
使
用
し
て
有
効
区
間
外
の
駅
か
ら
、
又
は
有
効
期
間
の
開
始
日
前
若
し
く

は
有
効
期
間
の
満
了
日
の
翌
日
以
降
に
お
い
て
入
場
し
た
場
合

（
列
車
の
運
行
不
能
の
場
合
の
取
扱
方
法
）

第
二
十
八
条

Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
所
持
し
、
そ
の
乗
車
券
の
有
効
期
間
内
に
有
効
区
間
内
を
乗
車
す

る
旅
客
が
、
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
た
後
、
列
車
が
運
行
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
付
加
さ
れ

て
い
る
企
画
乗
車
券
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
旅
客
営
業
規
程
等
の
定
め
に
よ
る
。

２

旅
客
が
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
を
所
持
し
、
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
た
後
、
列
車
が
運
行
不
能

と
な
っ
た
場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
取
扱
い
を
選
択
の
上
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

発
駅
ま
で
無
賃
送
還
を
す
る
と
き

乗
車
区
間
の
旅
客
運
賃
は
収
受
せ
ず
、
無
賃
送
還
後
、
発
駅
で
の
出
場
時
に
当
該
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗

車
券
の
発
駅
情
報
の
消
去
処
理
を
行
う
。
た
だ
し
、
無
賃
送
還
中
の
途
中
駅
で
下
車
し
た
場
合
は
、

次
号
に
定
め
る
取
扱
い
を
適
用
す
る
。

二

発
駅
に
至
る
途
中
駅
ま
で
無
賃
送
還
し
た
と
き
又
は
当
該
駅
で
旅
行
を
中
止
し
た
と
き

発
駅
か
ら
途
中
駅
又
は
当
該
駅
ま
で
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
を
、
途
中
駅
又
は
当
該
駅

に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
減
額
す
る
。

３

前
項
の
規
定
は
、
旅
客
が
Ｓ
Ｆ
を
チ
ャ
ー
ジ
し
た
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
所
持
し
、
有
効
区
間
外
を

乗
車
す
る
場
合
又
は
有
効
期
間
の
開
始
日
前
若
し
く
は
有
効
期
間
の
満
了
日
の
翌
日
以
降
に
乗
車
す

る
場
合
で
、
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
た
後
、
列
車
が
運
行
不
能
と
な
っ
た
と
き
に
準
用
す
る
。

第
八
章

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
相
互
利
用

（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
相
互
利
用
）

第
二
十
九
条

株
式
会
社
パ
ス
モ
が
相
互
利
用
を
行
う
次
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
媒
体
と
す
る
乗
車
券
に
つ

い
て
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と

と
し
、
こ
の
規
程
を
準
用
す
る
。

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
発
行
す
る
「
Ｗ
ｅ
ｌ
ｃ
ｏ
ｍ
ｅ

Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
」

２

前
項
に
規
定
す
る
乗
車
券
に
つ
い
て
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
処
理

す
る
機
器
で
使
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
乗
車
券
に
よ
る
旅
客
の
運
送
等
に
お
い
て
、
こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項

に
つ
い
て
は
、
法
令
、
旅
客
営
業
規
程
及
び
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
発
行
す
る
事
業
者

の
規
則
（
以
下
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
規
則
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
相
互
利
用
に
お
い
て
取
り
扱
わ
な
い
業
務
）

第
三
十
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
乗
車
券
に
お
い
て
は
、
次
の
各

号
に
定
め
る
取
扱
い
は
行
わ
な
い
。

一

第
十
二
条
（
発
売
）

二

第
十
四
条
第
四
項
（
Ｓ
Ｆ
残
額
等
の
確
認
）

三

第
二
十
一
条
（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
の
再
印
字
）

四

第
二
十
二
条
第
三
号
（
無
効
と
な
る
場
合
）

五

第
二
十
四
条
（
障
害
返
金
）
。
た
だ
し
、
同
条
に
定
め
る
障
害
返
金
整
理
票
交
付
手
続
は
行
う
。

六

第
二
十
六
条
（
払
戻
し
）

（
相
互
利
用
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
規
則
に
基
づ
く
取
扱
い
）

第
三
十
一
条

次
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業

者
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
取
り
扱
う
。

第
二
十
二
条
に
よ
り
無
効
と
な
っ
た
カ
ー
ド
の
取
扱
い

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
九
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。
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令
和
八
年
五
月
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

渡

邉

知

秀

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取

扱
規
程

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
東
京
都
交
通
局
（
以
下
「
当
局
」
と
い
う
。
）
の
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ

イ
ナ
ー
（
以
下
「
ラ
イ
ナ
ー
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

乗
車
券
に
よ
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
（
以
下
「
旅
客
」
と
い
う
。
）
の
運
送
等
に
つ
い
て
、
そ
の

使
用
条
件
を
定
め
、
も
っ
て
旅
客
の
利
便
性
向
上
と
業
務
の
適
正
な
遂
行
と
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
適
用
範
囲
）

第
二
条

ラ
イ
ナ
ー
に
お
い
て
旅
客
の
運
送
等
を
行
う
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
は
、
株
式
会
社
パ
ス
モ
が
発
行
す
る
「
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
」
と
し
、
当
該
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
乗
車
券
に
よ
る
旅
客
の
運
送
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

こ
の
規
程
が
改
正
さ
れ
た
場
合
、
以
後
の
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
よ

る
旅
客
の
運
送
等
に
つ
い
て
は
、
改
正
さ
れ
た
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
令
、
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
施

行
規
程
（
平
成
二
十
年
交
通
局
規
程
第
三
十
一
号
。
以
下
「
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
及
び
株
式
会

社
パ
ス
モ
が
定
め
る
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱
規
則
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
三
条

こ
の
規
程
に
お
け
る
主
な
用
語
の
意
義
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

「
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ

Ｏ
を
媒
体
と
す
る
乗
車
券
を
い
う
。

二

「
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
」
と
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱
規
則
に
規
定
す
る
Ｉ
Ｃ

取
扱
事
業
者
を
い
う
。

三

「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
の
う
ち
、
鉄
道
事
業
者
を
い
う
。

四

「
Ｓ
Ｆ
」
と
は
、
専
ら
旅
客
運
賃
の
支
払
や
乗
車
券
類
と
の
引
換
え
に
充
当
す
る
、
訪
日
外
国

人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
記
録
さ
れ
た
金
銭
的
価
値
を
い
う
。

五

「
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
」
と
は
、
Ｓ
Ｆ
に
よ
り
旅
客
の
運
送
等
に
供
す
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等

向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

六

「
大
人
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
」
と
は
、
大
人
の
使
用
に
供
す
る
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ

Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
い
う
。

七

「
小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
」
と
は
、
小
児
の
使
用
に
供
す
る
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ

Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
い
う
。

八

「
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
」
と
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
が
施
行

規
程
等
に
定
め
る
旅
客
運
賃
の
割
引
を
行
う
乗
車
券
（
以
下
「
企
画
乗
車
券
」
と
い
う
。
）
の
機

能
を
付
加
し
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

九

「
チ
ャ
ー
ジ
」
と
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
入
金
す
る
こ
と
を

い
う
。

十

「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
」
と
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
登

録
情
報
が
確
認
で
き
る
案
内
票
を
い
う
。

十
一

「
改
札
機
等
」
と
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
改
札
を
行
う
機

器
を
い
う
。

十
二

「
精
算
機
等
」
と
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
精
算
及
び
チ
ャ

ー
ジ
を
行
う
機
器
を
い
う
。

十
三

「
最
低
運
賃
相
当
額
」
と
は
、
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
旅
客
運
賃
で
、
当
該
乗
車

駅
か
ら
隣
接
駅
ま
で
の
区
間
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
最
も
低
額
な
運
賃
を
い
う
。

（
契
約
の
成
立
及
び
適
用
規
定
）

第
四
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
よ
る
旅
客
運
送
の
契
約
は
、
駅
に
お
い

て
乗
車
の
際
に
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
た
と
き
に
旅
客
と
当
局
と
の
間
に
お
い
て
成
立
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
に
お
け
る
企
画
乗
車
券
に
係
る
旅
客
運
送
の
契

約
は
、
そ
の
企
画
乗
車
券
を
発
売
し
た
と
き
に
成
立
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
契
約
の
成
立
し
た
時
以
降
に
お
け
る
取
扱
い
は
、
別
段
の
定
め
を
し
な

い
限
り
、
そ
の
契
約
の
成
立
し
た
時
の
定
め
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
有
効
期
限
）
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第
五
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ

Ｍ
Ｏ
の
発
売
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
八
日
間
を
超
え
て
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
使
用
方
法
及
び
制
限
事
項
）

第
六
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
て
乗
車
す
る
と
き
は
、
改
札
機

等
に
よ
る
改
札
を
受
け
て
入
場
し
、
同
一
の
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
よ

り
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
て
、
出
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
て
乗
車
す
る
旅
客
は
、
常
に
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
を
携
帯
す
る
も
の
と
し
、
係
員
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

出
場
時
に
Ｓ
Ｆ
残
額
が
減
額
す
る
運
賃
相
当
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
精
算
機
等
に
お
い
て
不
足

額
を
支
払
い
、
出
場
す
る
も
の
と
す
る
。

４

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
を
使
用
し
て
別
の
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
及
び
当
局
が
別
に
定
め
る
乗
車
券
等
と
の
引
換
え
は
で
き
な
い
。

５

入
場
時
に
使
用
し
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
出
場
時
に
使
用
し
な
か

っ
た
場
合
は
、
当
該
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
で
再
び
入
場
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

６

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

を
直
接
改
札
機
等
で
使
用
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。

一

入
場
時
に
Ｓ
Ｆ
残
額
が
当
該
駅
の
最
低
運
賃
相
当
額
に
満
た
な
い
と
き
。

二

旅
客
が
、
出
場
時
に
改
札
機
等
で
旅
客
運
賃
の
減
額
が
で
き
な
い
経
路
を
乗
車
し
た
と
き
。

三

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
破
損
、
改
札
機
等
の
故
障
、
停
電
等
に
よ

り
改
札
機
等
に
よ
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
内
容
の
読
み
取
り
が
不

能
と
な
っ
た
と
き
。

７

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
て
、
乗
車
以
外
の
目
的
で
駅
に
入
出

場
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

８

Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
有
効
区
間
内
の
駅
を
発
駅
又
は
着
駅
と
す
る
他
の
乗
車
券
と
併
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
方
法
と
同
様
の
取
扱
い
を
受
け
た
こ
と
と
み

な
す
。

９

前
条
に
規
定
す
る
有
効
期
限
を
超
え
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
チ

ャ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

１０

Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
は
、
前
条
に
規
定
す
る
有
効
期
限
を
超
え
る
期
間
を
含
む
企

画
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
な
い
。

１１

前
条
に
規
定
す
る
有
効
期
限
内
で
あ
っ
て
も
、
十
二
歳
と
な
る
年
度
の
三
月
三
十
一
日
を
超
え
た

旅
客
は
、
小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

１２

偽
造
、
変
造
又
は
不
正
に
作
成
さ
れ
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
、
Ｓ
Ｆ

又
は
企
画
乗
車
券
の
機
能
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
運
賃
）

第
七
条

こ
の
規
程
に
お
け
る
普
通
旅
客
運
賃
は
、
前
条
第
一
項
の
定
め
に
よ
り
乗
車
し
た
場
合
に
適

用
す
る
運
賃
を
い
う
。

２

前
項
に
規
定
す
る
普
通
旅
客
運
賃
の
う
ち
、
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
は
、
東
京
都
日
暮
里
・
舎

人
ラ
イ
ナ
ー
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
平
成
二
十
年
交
通
局
規
程
第
三
十
二
号
。
以
下
「
Ｉ

Ｃ
規
程
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
運
賃
を
準
用
す
る
。

３

旅
客
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
方
法
に
よ
ら
ず
乗
車
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
局
が
特

に
認
め
た
場
合
は
、
前
項
に
規
定
す
る
普
通
旅
客
運
賃
を
適
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
施
行
規
程
に
定
め
る
普
通
旅
客
運
賃
を
適
用
す
る
。

一

前
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
乗
車
券
を
併
用
し
た
場
合
で
、
施
行
規
程
に
定
め
る
乗
車
券

で
旅
行
を
開
始
し
た
場
合

二

前
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
乗
車
券
を
併
用
し
た
場
合
で
、
併
用
し
た
乗
車
券
に
つ
い
て

施
行
規
程
に
定
め
る
区
間
変
更
の
取
扱
い
を
行
っ
た
場
合

４

第
二
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
は
、
Ｉ
Ｃ
規
程
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
小
児
片
道
普
通
旅
客
運
賃
）

第
八
条

小
児
片
道
普
通
旅
客
運
賃
は
、
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
折
半
し
、
一
円
未
満
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。

（
旅
客
の
同
意
）

第
九
条

旅
客
は
、
こ
の
規
程
及
び
こ
れ
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
規
定
を
承
認
し
、
か
つ
、
こ
れ
に

同
意
し
た
も
の
と
す
る
。
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（
取
扱
区
間
）

第
十
条

ラ
イ
ナ
ー
に
お
け
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
取
扱
区
間
は
、
全

線
と
す
る
。

（
制
限
又
は
停
止
）

第
十
一
条

旅
客
の
運
送
の
円
滑
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
、
当
局
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
制
限
又
は
停
止
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一

発
売
又
は
障
害
返
金
（
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
の
破
損
等
に
よ
っ
て
所
定
の
機
器
で

使
用
で
き
な
い
場
合
に
Ｓ
Ｆ
残
金
を
返
金
す
る
手
続
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
の
箇
所
、
枚
数
、

時
間
及
び
方
法
の
制
限
又
は
停
止

二

乗
車
区
間
、
乗
車
経
路
、
乗
車
方
法
又
は
乗
車
す
る
列
車
の
制
限

２

前
項
の
規
定
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
の
制
限
又
は
停
止
に
対
し
、
当
局
は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

第
二
章

発
売

（
発
売
）

第
十
二
条

Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
は
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱
規
則
の
定
め

に
よ
り
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
駅
等
で
発
売
す
る
。
た
だ
し
、
当
局
で
は
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ

Ｍ
Ｏ
は
発
売
し
な
い
。

２

旅
客
が
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
企
画
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
す
る
こ
と
を
希
望
す
る

場
合
は
、
当
局
が
特
に
認
め
る
も
の
を
発
売
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
企
画
乗
車
券
を
発
売
す
る
場
合
、
大
人
の
使
用
に
供
す
る
も
の
は
大
人
用
Ｔ

Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
、
小
児
の
使
用
に
供
す
る
も
の
は
小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ

Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
そ
の
機
能
を
付
加
す
る
。

４

Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
は
、
定
期
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
な
い
。

（
チ
ャ
ー
ジ
）

第
十
三
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

取
扱
規
則
の
定
め
に
よ
り
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
処
理
す
る
機
器
に
よ

り
チ
ャ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
を
使
用
し
て
乗
車
し
、
出
場
時
に
Ｓ
Ｆ
残
額
が
減
額
す
る
運
賃
相
当
額
に
満
た

な
い
場
合
及
び
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
使
用
し
て
乗
車
し
、
出
場
時
に
精
算
が
生
じ
、
か
つ
Ｓ
Ｆ
残
額

が
減
額
す
る
運
賃
相
当
額
に
満
た
な
い
場
合
は
、
そ
の
不
足
額
を
精
算
機
等
に
よ
り
チ
ャ
ー
ジ
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
場
合
、
そ
の
不
足
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
十
円
単
位
に
切
り
上

げ
た
額
と
す
る
。

（
Ｓ
Ｆ
残
額
等
の
確
認
）

第
十
四
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
残
額
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者

等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
処
理
す
る
機
器
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
の
表
示
又
は
印
字
は
、
Ｔ
Ｏ

Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱
規
則
の
定
め
に
よ
り
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

乗
車
券
の
処
理
を
行
う
機
器
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
表
示
又
は
印
字
に
よ
る
確
認
は
で

き
な
い
も
の
と
す
る
。

一

出
場
処
理
が
さ
れ
て
い
な
い
と
き
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

二

所
定
の
機
器
に
よ
る
処
理
が
完
全
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

４

当
局
に
お
い
て
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱
規
則
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
三

項
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｆ
残
額
及
び
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
の
ほ
か
、
最
近
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
か
ら
百
件
ま
で
遡

っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
場
合
は
、
表
示
又
は
印
字
に
よ
る

確
認
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

一

出
場
処
理
が
さ
れ
て
い
な
い
と
き
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

二

所
定
の
機
器
に
よ
る
処
理
が
完
全
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

第
三
章

運
賃

（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
に
お
け
る
運
賃
の
減
額
）

第
十
五
条

旅
客
が
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
を
使
用
し
て
乗
車
す
る
場
合
、
出
場
時
に
当
該
乗
車
区
間
に
対

す
る
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
減
額
す
る
。
た
だ
し
、
小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
あ
っ
て
は
、
小
児
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
減
額
す
る
。

２

ラ
イ
ナ
ー
の
駅
発
着
と
な
る
場
合
で
、
当
該
発
着
区
間
内
に
他
の
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
を
含
む
場
合

で
あ
っ
て
も
、
特
に
認
め
た
場
合
を
除
き
、
全
線
ラ
イ
ナ
ー
を
使
用
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
片
道

普
通
旅
客
運
賃
を
収
受
す
る
。
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（
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
に
お
け
る
運
賃
の
減
額
）

第
十
六
条

旅
客
が
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
使
用
し
て
入
場
し
た
後
、
任
意
の
駅
ま
で
乗
車
し
、
出
場
す

る
場
合
の
取
扱
い
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

有
効
期
間
内
で
有
効
区
間
内
か
ら
入
場
し
た
後
、
有
効
区
間
外
の
任
意
の
駅
ま
で
乗
車
し
出
場

す
る
場
合
は
、
別
途
乗
車
と
な
る
区
間
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
を
減
額
す
る
。

二

有
効
期
間
内
で
有
効
区
間
外
か
ら
入
場
し
た
後
、
有
効
区
間
内
の
任
意
の
駅
ま
で
乗
車
し
出
場

す
る
場
合
は
、
別
途
乗
車
と
な
る
区
間
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
を
減
額
す
る
。

三

有
効
期
間
内
で
有
効
区
間
外
の
駅
相
互
間
を
乗
車
す
る
場
合
は
、
別
途
乗
車
と
な
る
区
間
の
片

道
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
を
合
算
し
た
額
又
は
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
減
額
す
る
。

四

有
効
期
間
の
開
始
日
前
又
は
有
効
期
間
の
満
了
日
の
翌
日
以
降
に
お
い
て
乗
車
す
る
場
合
は
、

実
際
に
乗
車
し
た
区
間
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
減
額
す
る
。

（
ラ
イ
ナ
ー
を
含
む
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
相
互
間
を
乗
車
す
る
場
合
の
運
賃
の
減
額
）

第
十
七
条

旅
客
が
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
を
使
用
し
て
入
場
し
た
後
、
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
定
め
る
取

扱
区
間
内
を
連
続
し
て
乗
車
す
る
場
合
、
出
場
時
に
減
額
す
る
旅
客
運
賃
は
、
実
際
に
乗
車
し
た
経

路
に
基
づ
き
、
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
で
定
め
る
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
の
計
算
方
法
に
よ
る
運
賃

の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
の
Ｓ
Ｆ
か
ら
減
額
す
る
旅

客
運
賃
に
あ
っ
て
は
、
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
で
定
め
る
小
児
片
道
普
通
旅
客
運
賃
の
合
算
額
と
す
る
。

２

旅
客
が
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
使
用
し
て
入
場
し
た
後
、
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
定
め
る
取
扱
区
間

内
を
連
続
し
て
乗
車
し
、
出
場
す
る
場
合
の
取
扱
い
は
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
札
機
等
で
の
旅
客
運
賃
の
減
額
は
、
入
場
し
た
駅
か
ら
四
社

局
以
内
の
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
定
め
る
取
扱
区
間
内
を
連
続
し
て
乗
車
し
た
場
合
に
限
る
。
た
だ

し
、
五
社
局
以
上
を
連
続
し
て
乗
車
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
四
社
局
以
内
を
連
続
し
て
乗
車
で
き

る
経
路
が
あ
る
場
合
に
は
、
四
社
局
以
内
を
連
続
し
て
乗
車
し
た
も
の
と
み
な
し
て
運
賃
を
減
額
す

る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乗
車
経
路
が
特
定
で
き
な
い
場
合
は
、
実
際
に
乗
車
し
た
経
路

と
異
な
る
経
路
を
乗
車
し
た
も
の
と
み
な
し
て
運
賃
を
減
額
す
る
こ
と
が
あ
る
。

５

Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
が
規
定
す
る
旅
客
運
賃
に
割
引
を
適
用
す
る
区
間
を
乗
車
す
る
場
合
は
、
出
場

時
に
当
該
区
間
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
か
ら
割
引
額
を
減
じ
た
額
を
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
減
額
す
る
。
た

だ
し
、
同
一
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
割
引
適
用
区
間
が
重
複
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
定

め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

割
引
額
が
異
な
る
場
合
に
は
、
旅
客
運
賃
が
低
廉
と
な
る
割
引
を
適
用
す
る
。

二

割
引
額
が
同
一
の
場
合
に
は
、
乗
車
経
路
に
お
い
て
最
初
に
発
生
す
る
割
引
を
適
用
す
る
。

６

旅
客
は
、
二
以
上
の
旅
客
運
賃
の
割
引
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
旅
客
運
賃
の
割
引
を

重
複
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
障
害
者
割
引
）

第
十
八
条

施
行
規
程
に
定
め
る
身
体
障
害
者
割
引
、
知
的
障
害
者
割
引
又
は
精
神
障
害
者
割
引
を
受

け
よ
う
と
す
る
旅
客
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
に

よ
る
乗
車
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
ラ
イ
ナ
ー
を
利
用
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
区
間
の
片
道

普
通
旅
客
運
賃
か
ら
五
割
を
減
じ
た
額
を
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
減
額
す
る
。

一

身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
（
当
該
者
に
介
護
者
が
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
介
護
者
を
含
む
。
）

二

東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
発
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
四
十
二
号
）
に
基

づ
く
東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
又
は
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
条
例
（
平
成
十

二
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
を
所
持
す

る
障
害
者
と
と
も
に
乗
車
す
る
介
護
者

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
相
互
間
を
乗
車
し
た
場
合
は
、
次
の
各
号
に

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

実
際
に
乗
車
し
た
経
路
に
基
づ
き
、
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
で
定
め
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向

け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
又
は
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
則
に
よ
り
運
賃
を
減
額
す
る
。

二

旅
客
は
、
二
以
上
の
旅
客
運
賃
の
割
引
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
旅
客
運
賃
の
割
引

を
重
複
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
乗
車
す
る
と
き
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
札
機
等

に
よ
る
改
札
を
受
け
て
入
場
し
、
出
場
時
に
係
員
に
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
（
写
真
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
そ
れ
ら
の
手
帳
保
有
者
の
本
人

確
認
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
交
通
局
長
が
認
め
た
も
の
を
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
障
害
者
割
引
運
賃
の
端
数
処
理
）
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第
十
九
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
引
の
運
賃
を
減
額
す
る
場
合
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
一
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。

第
四
章

効
力

（
効
力
）

第
二
十
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
区
間
内
を
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
を

使
用
し
て
乗
車
す
る
場
合
の
効
力
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
乗
車
区
間
に
お
い
て
、
片
道
一
回
の
乗
車
に
限
り
有
効
な
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
Ｉ

Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
一
枚
を
も
っ
て
一
人
が
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
大
人
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ

Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
か
ら
大
人
片
道
普
通
旅
客
運
賃
を
減
額
す
る
こ
と
を
承
諾
し
て
使
用
す
る
場

合
に
は
、
小
児
一
人
が
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

入
場
後
は
、
当
日
限
り
有
効
と
す
る
。

三

途
中
下
車
の
取
扱
い
は
し
な
い
。

２

Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
に
付
加
さ
れ
た
企
画
乗
車
券
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
程

等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
Ｓ
Ｆ
を
チ
ャ
ー
ジ
し
た
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
有
効
区
間
外

に
お
い
て
、
又
は
有
効
期
間
の
開
始
日
前
若
し
く
は
有
効
期
間
の
満
了
日
の
翌
日
以
降
に
お
い
て
乗

車
す
る
場
合
の
効
力
は
、
前
項
の
定
め
を
準
用
す
る
。

（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
の
再
印
字
）

第
二
十
一
条

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
の
記
載
事
項
が
不
明
と
な
っ
た
と
き
又
は
紛
失
等
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
当
該
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
に
係
る
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
当
局
に

提
示
し
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
の
再
印
字
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
無
効
と
な
る
場
合
）

第
二
十
二
条

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
は
、
無
効
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
無
効
と
な
っ
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
の
取
扱
い
は
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

一

旅
行
開
始
後
の
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
他
人
か
ら
譲
り
受
け
て
使

用
し
た
場
合

二

係
員
の
承
諾
な
く
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
ず
に
入
出
場
し
た
場
合
、
又
は
Ｉ
Ｃ
企
画
乗

車
券
の
有
効
区
間
外
の
区
間
を
乗
車
し
、
係
員
の
承
諾
を
受
け
ず
に
出
場
し
た
場
合

三

小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
大
人
が
使
用
し
た
場
合

四

使
用
資
格
を
偽
っ
て
購
入
し
た
小
児
用
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
使
用
し
た
場
合

五

施
行
規
程
等
に
定
め
る
乗
車
券
が
無
効
と
な
る
事
項
に
該
当
す
る
場
合

六

偽
造
、
変
造
又
は
不
正
に
作
成
さ
れ
た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
又
は

Ｓ
Ｆ
を
使
用
し
た
場
合

七

旅
客
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
が
障

害
状
態
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

八

そ
の
他
不
正
乗
車
の
手
段
と
し
て
使
用
し
た
場
合

（
不
正
使
用
に
対
す
る
旅
客
運
賃
・
増
運
賃
の
収
受
）

第
二
十
三
条

前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
、
施
行
規
程
の
定
め
に
よ
り
普
通
旅
客
運
賃

及
び
増
運
賃
を
収
受
す
る
。

第
五
章

障
害
返
金

（
障
害
返
金
）

第
二
十
四
条

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
の
障
害
返
金
の
取
扱
い
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
取
扱

規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
。

２

Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
障
害
返
金
の
取
扱
い
を
行
う
場
合
で
、
旅
客
が
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
及
び
レ
フ

ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
を
提
示
し
た
と
き
は
、
障
害
返
金
整
理
票
を
発
行
す
る
手
続
を
行
う
。
た
だ
し
、

返
金
す
る
当
日
に
お
い
て
企
画
乗
車
券
の
有
効
期
間
が
終
了
し
て
い
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
返
金
整
理
票
が
発
行
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
は
、
旅
客
が
障
害
返
金

整
理
票
発
行
日
の
翌
日
か
ら
、
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
有
効
期
限
が
終
了
す
る
日
の
翌
日
を
起
算

日
と
し
て
十
四
日
以
内
の
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
条
件
を
い
ず
れ
も
満
た
し
た
場
合
で
、
Ｓ
Ｆ
残
額

の
返
金
を
請
求
し
た
と
き
に
限
っ
て
、
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
に
記
録
さ
れ
て
い
た
Ｓ
Ｆ
残
額
を
返

金
す
る
。

一

旅
客
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
を
受
け
た
障
害
返
金
整
理
票
と
と
も
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー

パ
ー
を
提
出
す
る
こ
と
。

二

旅
客
が
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
提
示
す
る
こ
と
。

三

当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
に
付
加
さ
れ
て
い
る
企
画
乗
車
券
が
当
局
で
発
売
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
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こ
と
。

４

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
企
画
乗
車
券
の
払
戻
し
を
併
せ
て
請
求
し
た
場
合
は
、
施
行
規
程
等

の
定
め
に
よ
り
取
り
扱
う
。

５

訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
障
害
返
金
の
申
出
を
受
け
付
け
た
後
、
こ
れ

を
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

６

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
障
害
返
金
の
取
扱
い
を

行
わ
な
い
。

一

裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
カ
ー
ド
の
番
号
が
判
読
で
き
な
い
場
合

二

旅
客
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
が
障

害
状
態
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
第
二
十
二
条
第
七
号
に
よ
り
無
効
と
な
っ
た
場
合

（
免
責
事
項
）

第
二
十
五
条

こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
、
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
媒
体
と
し
た
サ
ー
ビ

ス
（
当
局
が
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
て
生
じ
た
使
用
者
の
損
害
等
に
つ
い
て
は
、
当
局

は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

第
六
章

払
戻
し

（
払
戻
し
）

第
二
十
六
条

旅
客
は
、
第
二
十
四
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
Ｓ
Ｆ
残
額
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

２

旅
客
が
、
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
に
付
加
さ
れ
た
企
画
乗
車
券
の
機
能
が
不
要
に
な
っ
た
場
合
は
、
旅

客
の
申
告
に
よ
り
施
行
規
程
等
に
定
め
る
払
戻
し
を
行
い
、
企
画
乗
車
券
の
機
能
の
み
を
消
去
し
て

返
却
す
る
。

第
七
章

特
殊
取
扱
い

（
同
一
駅
で
出
場
す
る
場
合
）

第
二
十
七
条

旅
客
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
て
入
場
し
た
後
、

任
意
の
駅
ま
で
乗
車
し
、
出
場
せ
ず
に
再
び
旅
行
開
始
駅
ま
で
乗
車
し
て
出
場
す
る
場
合
は
、
実
際

に
乗
車
し
た
区
間
の
普
通
旅
客
運
賃
を
支
払
い
、
当
該
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗

車
券
の
発
駅
情
報
の
消
去
処
理
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
旅
客
が
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券

を
使
用
す
る
場
合
の
取
扱
い
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

有
効
期
間
内
で
有
効
区
間
内
か
ら
入
場
し
た
後
、
有
効
区
間
外
の
任
意
の
駅
ま
で
乗
車
し
、
出

場
せ
ず
に
再
び
旅
行
開
始
駅
ま
で
乗
車
し
て
出
場
す
る
場
合
は
、
別
途
乗
車
と
な
る
区
間
の
普
通

旅
客
運
賃
相
当
額
を
支
払
い
、
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
発
駅
情
報
の
消
去
処
理
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

二

有
効
区
間
外
の
駅
か
ら
、
又
は
有
効
期
間
の
開
始
日
前
若
し
く
は
有
効
期
間
の
満
了
日
の
翌
日

以
降
に
お
い
て
入
場
し
た
後
、
任
意
の
駅
ま
で
乗
車
し
、
出
場
せ
ず
に
再
び
旅
行
開
始
駅
ま
で
乗

車
し
て
出
場
す
る
場
合
は
、
実
際
に
乗
車
し
た
区
間
の
普
通
旅
客
運
賃
又
は
別
途
乗
車
と
な
る
区

間
の
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
を
支
払
い
、
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
発
駅
情
報
の
消
去
処
理
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

次
に
掲
げ
る
場
合
で
、
乗
車
せ
ず
に
同
一
駅
で
出
場
す
る
と
き
は
、
当
該
入
場
駅
の
最
低
運
賃
相

当
額
を
支
払
い
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
発
駅
情
報
の
消
去
処
理
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
を
使
用
し
て
入
場
し
た
場
合

二

Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
使
用
し
て
有
効
区
間
外
の
駅
か
ら
、
又
は
有
効
期
間
の
開
始
日
前
若
し
く

は
有
効
期
間
の
満
了
日
の
翌
日
以
降
に
お
い
て
入
場
し
た
場
合

（
列
車
の
運
行
不
能
の
場
合
の
取
扱
方
法
）

第
二
十
八
条

Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
所
持
し
、
そ
の
乗
車
券
の
有
効
期
間
内
に
有
効
区
間
内
を
乗
車
す

る
旅
客
が
、
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
た
後
、
列
車
が
運
行
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
付
加
さ
れ

て
い
る
企
画
乗
車
券
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
施
行
規
程
等
の
定
め
に
よ
る
。

２

旅
客
が
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
を
所
持
し
、
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
た
後
、
列
車
が
運
行
不
能

と
な
っ
た
場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
取
扱
い
を
選
択
の
上
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

発
駅
ま
で
無
賃
送
還
を
す
る
と
き

乗
車
区
間
の
旅
客
運
賃
は
収
受
せ
ず
、
無
賃
送
還
後
、
発
駅
で
の
出
場
時
に
当
該
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗

車
券
の
発
駅
情
報
の
消
去
処
理
を
行
う
。
た
だ
し
、
無
賃
送
還
中
の
途
中
駅
で
下
車
し
た
場
合
は
、

次
号
に
定
め
る
取
扱
い
を
適
用
す
る
。

二

発
駅
に
至
る
途
中
駅
ま
で
無
賃
送
還
し
た
と
き
又
は
当
該
駅
で
旅
行
を
中
止
し
た
と
き

発
駅
か
ら
途
中
駅
又
は
当
該
駅
ま
で
の
片
道
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
を
、
途
中
駅
又
は
当
該
駅

に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
減
額
す
る
。
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３

前
項
の
規
定
は
、
旅
客
が
Ｓ
Ｆ
を
チ
ャ
ー
ジ
し
た
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
所
持
し
、
有
効
区
間
外
を

乗
車
す
る
場
合
又
は
有
効
期
間
の
開
始
日
前
若
し
く
は
有
効
期
間
の
満
了
日
の
翌
日
以
降
に
乗
車
す

る
場
合
で
、
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
た
後
、
列
車
が
運
行
不
能
と
な
っ
た
と
き
に
準
用
す
る
。

第
八
章

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
相
互
利
用

（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
相
互
利
用
）

第
二
十
九
条

株
式
会
社
パ
ス
モ
が
相
互
利
用
を
行
う
次
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
媒
体
と
す
る
乗
車
券
に
つ

い
て
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と

と
し
、
こ
の
規
程
を
準
用
す
る
。

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
発
行
す
る
「
Ｗ
ｅ
ｌ
ｃ
ｏ
ｍ
ｅ

Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
」

２

前
項
に
規
定
す
る
乗
車
券
に
つ
い
て
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
等
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
処
理

す
る
機
器
で
使
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
乗
車
券
に
よ
る
旅
客
の
運
送
等
に
お
い
て
、
こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項

に
つ
い
て
は
、
法
令
、
施
行
規
程
及
び
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
発
行
す
る
事
業
者
の
規

則
（
以
下
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
規
則
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
相
互
利
用
に
お
い
て
取
り
扱
わ
な
い
業
務
）

第
三
十
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
乗
車
券
に
お
い
て
は
、
次
の
各

号
に
定
め
る
取
扱
い
は
行
わ
な
い
。

一

第
十
二
条
（
発
売
）

二

第
十
四
条
第
四
項
（
Ｓ
Ｆ
残
額
等
の
確
認
）

三

第
二
十
一
条
（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
の
再
印
字
）

四

第
二
十
二
条
第
三
号
（
無
効
と
な
る
場
合
）

五

第
二
十
四
条
（
障
害
返
金
）
。
た
だ
し
、
同
条
に
定
め
る
障
害
返
金
整
理
票
交
付
手
続
は
行
う
。

六

第
二
十
六
条
（
払
戻
し
）

（
相
互
利
用
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
規
則
に
基
づ
く
取
扱
い
）

第
三
十
一
条

次
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業

者
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
取
り
扱
う
。

第
二
十
二
条
に
よ
り
無
効
と
な
っ
た
カ
ー
ド
の
取
扱
い

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。



令和8年5月19日（火曜日）東 京 都 公 報（第18547号） １８

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


